
 西郷村における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を次のとおり公表す

る。 
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西郷村における女性職員の活躍の 

推進に関する特定事業主行動計画 

 

西郷村における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画（以下「本計画」とい

う。）は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以

下「法」 という。）第１５条に基づき、西郷村長部局、西郷村教育委員会が策定する特定事

業主行動計画である。 

 法では、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊

重され、かつ、急速な少子高齢社会の進展、国民の需要の多様化、その他の社会情勢の変化

に対応できる豊かで活力ある社会の実現を目的とし、次の基本原則を掲げている。 

(1) 男女間の格差の実情を踏まえ、女性に対する採用、教育訓練、昇進等の機会の積極的な提

供・活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行の影響への配慮が行われる

こと。 

(2) 必要な環境整備等により、職業生活と家庭環境の円滑かつ継続的な両立を可能にすること。 

(3) 本人の意思が尊重されること。 

 これらを踏まえ以下本村の計画を次のとおり定める。 

 

１．計画期間 

法は平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日までの時限立法である。本計画は前半

である平成３３年３月３１日までの概ね５年間を計画期間とする。 

 

２．女性職員の活躍の推進に向けた体制等 

本村では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、総務課が主管となり、教

育委員会事務局等との連携のもと、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・

数値目標の達成状況の点検・評価等を必要に応じ行うこととする。 

 

３．女性職員の活躍の推進に向けた数値目標及び目標達成のための取組等 

法第１５条第３項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業



主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成２７年内閣府令第６１号）第２条に基づき、村長

部局、村教育委員会等の女性職員の職業生活における状況を把握し、改善すべき事情につい

て分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、以下の目標を設定

し、取組を実施する。 

 

(1)  女性職員の採用 

平成２４年度から平成２８年４月までの５年間において本村では４１人を正規職員とし 

て採用しているが、そのうち女性は１１人となっており、割合は２６．８％となっている。

その職種においては６人が保健師、保育士であり女性採用者の半数以上を占めているがこれ

は職種による受験者性別の偏りも反映している。一般行政職（大卒程度及び高卒程度）の採

用においては男性２８人に対して女性は６人、率にすると１７．６％と低い状況であるが、

受験者に占める女性の割合が３１．４％であり、また、本村の規模自体が小さく、わずかな

人数で大きく数字が変わってくることも女性の割合が低い一因となっている。しかし、今後

さらに多様化する社会ニーズに対応し、行政運営にも積極的に女性の視点を入れる必要があ

ることから、受験状況にもよるが継続的な女性採用を行っていく必要がある。そのため以下

の取組を行う。 

 

＜取組＞  

・本計画の公表により職員採用に関して必要な情報を示し、問い合わせに応じる。 

・一般職、専門職にかかわらず、性別による固定的役割概念を取り払う。 

・性別を問わず能力により正職員を採用する。 

 

目標：これらの取組を通じて平成２８年度から３２年度までの一般行政職の女性職員 

の採用割合を過去５年間の１７．６％から２５．０％以上に引き上げる。 

 

(2)  女性職員のキャリアアップ支援 

 本村の正規職員の構成は、平成２７年４月時点において女性職員が３５．９％となってい

る。男性職員の多くが一般職であるのに対して、女性職員は保育士、幼稚園教諭、保健師、

栄養士、労務職が半数以上となっており、５６人中２９人を占めている。職位別に見ると、

本村で管理職と位置づける主幹以上の職員は男性２３人に対して女性は３人にとどまり、課

長補佐から係長クラスにおいては男性３０人に対して女性は１３人となっている。中間層の

役職の女性割合は３０．２％と男女の構成比よりも若干低い状況でもあるが、係長拝命まで

の到達年数において男女間には大きな差が見られる。これは、出産、子育てが影響している

場合もあるが男性向きの職務という役割概念もある。一方、平成２７年度の昇格に関する職

員調査では「機会があれば昇格したい。」とする割合が、男性２８．０％に対して、女性は６．

４％と低く、意識は大きく乖離する。しかし、女性の「その他」の意見には「能力による昇

格とすべき」との意見もあり、これに関しては主査までは同等の年数で昇格しながらも係長

拝命の到達年数に男女間で大きな差が生じていることもあり、格差感を反映しているものと



思われる。今後の政策の立案・作成においては男性のみならず女性の視点を反映させ、様々

な角度からのマネジメントを要することから、女性職員のキャリアアップへ繋ぐ意識の底上

げが必要である。そのため、以下のような取組により女性職員の支援を行う。 

 

＜取組＞ 平成２８年度より実施 

・各職位での男女間の格差を解消していく。 

・人事評価等を基に女性一般職の中間管理職への登用を早める。 

・希望も考慮し、専門職から一般職への配置転換を行う。 

・各職位において女性職員に対して必要な研修機会を提供する。 

 

目標：これらの取組を通じて、平成３２年度までに、管理的地位にある女性職員の割合 

を、平成２７年度の実績１１．５％から１５．０%以上にする。 

 

(3）育児休業等を取得しやすい環境の整備 

子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にすることは、親子双方にとって重要である。

本村では産前産後の休暇及び配偶者の出産休暇はほぼ全員が取得しているものの育児休業の

取得は対象者の事情により異なる。平成２３年から２７年度において育児休業を取得した女

性職員は１０人、１４件であるが男性が配偶者の出産で取得した育児休業はない。これらの

制度の運用には回りの職員の理解、代替職員の配置等が不可欠である。よって出産後の女性

職員、配偶者を支援するため、全ての男性職員が取得できる子どもが生まれた時の配偶者出

産休暇並びに妻の産後等の期間中の育児休業等について周知し、これら休暇等を取得するこ

とについて、職場の理解が得られるための環境づくりを行う。 

 

＜取組＞ 平成２８年度より随時実施 

・男性の育児休業取得等の促進に向けて、意識改革や職場マネジメントを周知する。 

・育児休業中の育児休業手当金の支給等、経済的な支援措置について周知を行う。 

・特別休暇の内容を周知するとともに、希望する職員が休暇を取得しやすい職場環境の整備

に努める。 

・業務の状況により育児休業取得職員の代替職員の配置を行う。 

 

目標：これらの取組を通じて、制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇、育児参加 

のための休暇等の取得をさらに促進する。 

 

(4）年次休暇の取得の促進 

職員がいきいきと活躍する組織となるためには、性別を問わず全ての職員が仕事と生活を

調和できるワークスタイルが必要となる。また、余暇を楽しみ、仕事以外の様々な活動を通

じて職員自身が多様な価値観を得ることは、多面的な視点から仕事を進めるうえでも重要と

なる。平成２７年度において当該年度で退職した職員を除き年次有給休暇の取得状況を見る



と、全体の平均では１１．８日となっており、男女別、職位別平均でも１日前後の差であっ

た。しかし、各課等の平均を出すと課等の状況、職員の担当業務等により６．５日から２０．

１日と大きな差が出ており、個々人では取得０の職員も見られた。各課単位ではサンプル数

が少ないための大きな差も出るが、各職員の担当業務量による違いもある。これらを勘案し

均衡を図っていくため、以下の取組等により年次休暇の取得の促進を行う。 

 

＜取組＞ 平成２８年度より随時実施 

・職務分担を考慮し年次休暇の取得推進を図るよう会議等で職員へ周知する。 

・連続での年次休暇取得、また、休日の前後で連続となる年次休暇の取得を推進する。 

・管理職員は自ら率先して年次休暇を取得する等、休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくり

に努める。 

 

目標：これらの取組を通じて、平成３２年度までに職員の年次休暇の平均取得日数 

を、平成２７年の平均実績１１．８日から１４．０日以上とする。 

 

(5）時間外勤務の縮減 

長時間の時間外勤務が継続することは、職員の心身の健康及び福祉に害を及ぼすことにな

る。また、仕事と生活の調和、職員の士気の確保、人材の確保等の観点からも時間外勤務の

縮減に取り組むことの重要性はますます高まっている。平成２７年度の状況を見ると、代休

措置も含めて超過勤務時間は対象職員平均で年間１９７時間となっており、男性の平均では

２２０時間、女性の平均では１５９時間である。年度替えの３月から６月が繁忙期となり、

年々業務量が増加する中で取り組んできた職員削減の影響も要因となっているが、東日本大

震災、福島第一原子力発電所の事故に伴う業務処理や人員配置、また、制度改正等への対応

などが超過勤務の時間数を押し上げている。今後震災関連の業務は逓減すると思われること

から、以下のような取組を通じて時間外勤務の縮減に努める。 

 

＜取組＞ 平成２８年度より随時実施 

・事務配分等の均衡確保など、男女双方が働きやすい環境を整備する。 

・所属長は、職員の時間外勤務の状況等を的確に把握した上で個々の職員に対し指導するな

ど、時間外勤務のできる限りの縮減に努める。 

・小学校の始期に達するまでの子を育てる職員に対して、職業生活と家庭生活の両立を支援

するため時間外勤務及び深夜勤務の制限の制度について周知する。 

・短時間での業務処理が可能となるよう研修などを通じて職務能力の向上を図る。 

・ノー残業デイの取組を推進する。 

 

目標：これらの取組を通じて、平成３２年度までに、時間外勤務の年間平均時間を平成 

２７年度対比で９０％以内にする。 

 



(6) 中途退職者への支援 

 住民ニーズの多様化、業務の複雑化などに負担を感じる職員も多く、心身の不調を理由に

退職を選択する職員も見られる。また、高齢化の進展に伴い家族の介護は今後ますます増え

ることも想定され、その役割の多くを担っているのが女性でもあることも実情と思われる。

平成２３年から２７年までの５年間の正規職員の退職者は３８人であるが、女性退職者１６

人のうち定年前退職は半数の８人、５０％に達し、男性の２人、９％に比べ大きな差が出て

いる。また、その８人のうち５人は心身の不調、介護を理由としている。培った経験、蓄積

を活かし女性活躍に繋ぐためにも女性が働き続けることができる環境の整備が必要である。

そのため、以下の取組を行う。 

 

＜取組＞ 平成２８年度より随時実施 

・メンタルヘルスに関する研修会、講習会などへの女性参加の機会を増やす。 

・該当者と思われる職員には給与、介護休業など制度の説明を行う。 

・担当部署、分担業務、超過勤務等へ必要な配慮を行う。 

・総務課を窓口として随時相談を受ける。 

 

目標：これらの取組を通じて、平成２８年度から３２年度までの女性退職者のうち心身 

の不調、介護を理由とする中途退職者の比率を４０％以下とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料 

１ 職員構成等 

正規職員構成（平成２７年４月現在、再任用を除く。） 

 男性 女性 計 

正規職員数 １００人（６４．１％） ５６人（３５．９％） １５６人 

平均年齢 ４０．８歳 ４２．９歳 ４１．６歳 

平均勤続年数 １５．０年 １８．５年 １６．３年 

 

 女性職員の職種区分等 

 一般職 保育士、教諭 保健師、栄養士 労務職 計 

人 数 ２７人 １６人 ６人 ７人 ５６人 

割 合 ４８．２％ ２８．６％ １０．７％ １２．５％ １００%

 

職位別職員数（２７年度、再任用を除く。） 

職 名 参 事 課 長 主 幹 課長補佐 専門主査 

男 性 ５ １２ ６ １３ ２ 

女 性 ― ― ３ ３ ５ 

計 ５ １２ ９ １６ ７ 

職 名 係 長 主任主査 主 査 係 員 合 計 

男 性 １５ ２ １０ ３５ １００ 

女 性 ５ １３ １３ １４ ５６ 

計 ２０ １５ ２３ ４９ １５６ 

 

 係長職以上の学歴別男女区分及び係長到達年数 

 院卒・大学卒 短大卒 専門学校 高校卒 合計 

男性 

構成比 

到達年数 

４１人 ３人 １人 ８人 ５３人 

７７．４％ ５．７％ １．９％ １５．１％ １００％ 

１５．８年 １６．９年 １９．８年 １７．４年  

女性 

構成比 

到達年数 

４人 ５人 ４人 ３人 １６人 

２５．０％ ３１．３％ ２５．０％ １８．８％ １００％ 

２３．３年 ２６．２年 ２７．０年 ２６．３年  



２ 意識調査 

 職種に関する意識 （２７年末職員調書回答者） 

 専門的職種希望 総合的職種希望 計 

男性 

    比率 

３０人 ３９人 ６９人 

４３．５％ ５６．５％ １００％ 

女性 

    比率 

２０人 １１人 ３１人 

６４．５％ ３５．５％ １００％ 

全体 

    比率 

５０人 ５０人 １００人 

５０．０％ ５０．０％ １００％ 

 

 昇格に関する意識調査 

 

 

機会により

昇格したい 

年功序列で

昇格したい 

現職位の 

ままを希望 
降格を希望 その他 合計 

男性 

比率 

２３人 ３２人 １６人 ２人 ９人 ８２人 

２８．０％ ３９．０％ １９．５％ ２．４％ １１．０％ １００％

女性 

 比率 

３人 ９人 ２４人 １人 １０人 ４７人 

６．４％ １９．１％ ５１．１％ ２．１％ ２１．３％ １００％

全体 

 比率 

２６人 ４１人 ４０人 ３人 １９人 １２９人

２０．２％ ３１．８％ ３１．０％ ２．３％ １４．７％ １００％ 

 

３ 職員採用の状況 

 正規職員採用人数                          単位：人 

    年度 

性別 
２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 

２８年 

４月現在 
合計 

男性 ８ ７ ６ ５ ４ ３０ 

女性 １ ０ ４ ３ ３ １１ 

合計 ９ ７ １０ ８ ７ ４１ 

 

 

 

 



 職種別採用者数及び受験者数（平成２４年～２８年４月） 

     項目 

職種 

採用者数及び男女比 受験者数及び男女比 

計 男性 女性 計 男性 女性 

一般職大卒程度 ３１人 ２５人 ６人 ２８９人 ２０４人 ８５人 

100％ 80.6% 19.4% 100% 70.6% 29.4% 

一般職高卒程度 ３人 ３人 ０人 ３９人 ２１人 １８人 

100% 100% 0% 100% 53.8% 46.2% 

土木・建築職 

 

１人 １人 ０人 １２人 ９人 ３人 

100% 100% 0% 100% 75.0% 25.0% 

保健師・保育士 

 

６人 １人 ５人 ３０人 ２人 ２８人 

100% 16.6% 83.3% 100% 6.7% 93.3% 

合 計 

 

４１人 ３０人 １１人 ３７０人 ２３６人 １３４人

100% 73.2% 26.8% 100% 63.8% 36.2% 

 

４ 超過勤務の状況 

月別男女別平均超過勤務時間 （２７年度、対象者１２１名）      単位：時間 

  月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

男性平均 ２２．５ １９．５ １９．９ １６．０ １４．０ １８．３ 

女性平均 １７．２ １３．３ １７．１ １５．０ １３．９ １６．８ 

合計平均 ２２．５ １９．５ １９．９ １６．０ １４．０ １８．３ 

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

男性平均 １３．９ １２．６ １０．７ １６．７ １１．８ ２０．４ 

女性平均 １２．３ １１．３ １１．４ １０．０ ９．４ １７．２ 

合計平均 １３．９ １２．６ １０．７ １６．７ １１．８ ２０．４ 

 

 

 

 

 

 

 



年間超過勤務課等別平均 （２７年度、対象者１２１人）        単位：時間 

A  １４８．７ 

１２１．０ 

２１３．３ 

E  ４６９．５

  ４６９．５ 

   － 

I １４７．３ 

 １５１．２

１２２．０

M  ７５．１ 

   ７１．３ 

  １０２．０ 

Q １１０．３

   － 

  １１０．３

B  １０５．２ 

 １２２．８. 

     ３５．０ 

F  ２６５．０

２６５．０ 

   － 

J   ７．５ 

   － 

   １５．０

N  ２２７．０ 

  １９９．０ 

  ２２５．０ 

R ３０１．６

  ３６０．８

  １５３．５

C  ２２９．８ 

  ３５７．６ 

  ３００．８ 

G  １８５．２

  ２１２．６ 

   ４８．０ 

K  ２４９．７

  ２１０．０

  ２４９．０

O  ４９．０ 

   ４９．０ 

    － 

全体１９７．８

  ２２０．６

  １５９．３

D  １５６．０ 

  １２２．９ 

  １３１．９ 

H  １９８．５

１５５．３ 

５０１．０ 

L  １１８．８

   － 

  １１８．８

P  １８５．８ 

  ２２７．３ 

  １２３．５ 

課等内平均 

うち男性平均 

うち女性平均 

 

５ 年次休暇の取得等状況 

課等別年次休暇平均取得日数（２７年）                単位：日 

A 課 １０．２ E  １２．９ I  １４．１ M  １６．０ Q  ２０．１

B  １２．３ F  １０．５ J   ９．９ N  １６．３ R  １５．５

C   ９．７ G  １５．２ K   ７．８ O  １４．０ S   ６．５

D  １３．３ H  １３．５ L  １４．４ P  １１．３ T  １０．１

※ 各課等は前表の A、B・・・標記とは異なる。 

 

職位・男女別年次休暇平均取得日数（２７年） 

 

 職  位 

男 性 

対象者数 取得日数

女 性 

対象者数 取得日数

合 計 

対象者数 取得日数

課長・主幹 １９人 １３．５日  ２人  ９．０日 ２１人 １３．１日

課長補佐～係長 ３０人 １２．６日 １３人 １２．２日 ４３人 １２．５日

主任主査～係員 ４６人 １０．１日 ４１人 １２．３日 ８７人 １１．１日

 

 

 



６ 特別休暇等の状況（２３年度～２７年度） 

  育児休業  女性 １０人 １４件   男性 ０人     計 １０人 １４件 

  介護休業  女性  ２人  ２件   男性 ０人     計  ２人  ２件 

  療養休暇  女性  ５人  ６件   男性 ４人 ４件  計  ９人 １０件 

   

７ 退職者の状況（２３年度～２７年度） 

  男性 ２２人  女性 １６人  計 ３８人   

うち定年前退職者数 

男性  ２人  女性  ８人  計 １０人 

  心身故障 ４人（男２ 女２） 介護・子育て ３人（女３） その他 ３人（女３） 

 

 


